
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
等
）

（
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
等
）

第
七
条

省

略

第
七
条

同

上

２
～
５

省

略

２
～
５

同

上

６

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

６

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

第
七
条
第
十
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

第
七
条
第
十
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中

お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関

中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に

す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得

関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所

税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
利
子
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
対
象
利

得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
利
子
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
対
象

子
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

利
子
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
項
の
表

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

省

略

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

同

上

同

上

第
三
項

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る

う
所
得
税
法
、
法
人
税
法

相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

及
び
地
方
税
法
の
特
例
等

課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
項

十
四
年
法
律
第
四
十
六
号

）
第
三
条
の
二
第
十
六
項

第
四
項

第
三
条
の
二
第
十
六
項
に

第
七
条
第
十
項
に

第
三
項

同

上

同

上

1



７

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

７

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

第
七
条
第
十
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

第
七
条
第
十
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規

に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等

定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る

に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る

所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
収
益
分
配
」
と
あ
る
の
は
「
特

所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
収
益
分
配
」
と
あ
る
の
は
「
特

定
対
象
収
益
分
配
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中

定
対
象
収
益
分
配
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

第
五
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
四
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
十
八
項

第
七
条
第
十
二
項

同

上

同

上

同
条
第
十
九
項
第
四
号

同
条
第
十
三
項
第
四
号

同

上

同

上

第
六
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
五
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
十
八
項

第
七
条
第
十
二
項

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
十
九
項
第

第
七
条
第
十
三
項
第
四
号

同

上

同

上

四
号

第
七
項

第
三
条
の
二
第
十
八
項
の

第
七
条
第
十
二
項
の

第
八
項

第
三
条
の
二
第
十
八
項
に

第
七
条
第
十
二
項
に

第
六
項

同

上

同

上

８

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、

８

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

法
第
七
条
第
十
四
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

第
七
条
第
十
四
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で

に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規

の
規
定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特

定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等

例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る

2



よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
申
告
不
要
特
定
配
当
等
」
と
あ

所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
申
告
不
要
特
定
配
当
等
」
と
あ
る
の

る
の
は
「
申
告
不
要
特
定
対
象
配
当
等
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

は
「
申
告
不
要
特
定
対
象
配
当
等
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
七
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
項

第
七
条
第
十
四
項

同

上

同

上

同
条
第
二
十
一
項
第
四
号

同
条
第
十
五
項
第
四
号

同

上

同

上

第
十
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
八
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
項

第
七
条
第
十
四
項

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
一
項

第
七
条
第
十
五
項
第
四
号

同

上

同

上

第
四
号

第
十
一
項

第
三
条
の
二
第
二
十
項
に

第
七
条
第
十
四
項
に

第
九
項

同

上

同

上

９

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
は

９

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、

、
法
第
七
条
第
十
六
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

法
第
七
条
第
十
六
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項

合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で

ま
で
の
規
定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法

の
規
定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主

例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
懸
賞
金
等
」
と
あ
る

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
懸
賞
金
等
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
特
定
対
象
懸
賞
金
等
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条

「
特
定
対
象
懸
賞
金
等
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
十
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
二
項

第
七
条
第
十
六
項

同

上

同

上

3



同
条
第
二
十
三
項
第
四
号

同
条
第
十
七
項
第
四
号

同

上

同

上

第
十
三
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
十
一
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
二
項

第
七
条
第
十
六
項

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
三
項

第
七
条
第
十
七
項
第
四
号

同

上

同

上

第
四
号

第
十
四
項

第
三
条
の
二
第
二
十
二
項

第
七
条
第
十
六
項
の

の

第
十
五
項

第
三
条
の
二
第
二
十
二
項

第
七
条
第
十
六
項
に

第
十
二
項

同

上

同

上

に

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
六
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
十
八

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
三
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
十
八

10

10

項
後
段
に
規
定
す
る
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得

項
後
段
に
規
定
す
る
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得

の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に

の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三

第
十
六
項
中
「
特
定
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及

第
十
三
項
中
「
特
定
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及

び
雑
所
得
の
金
額
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得

び
雑
所
得
の
金
額
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得

の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
規
定
は

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
は

11

11

、
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

、
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項

場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項

ま
で
の
規
定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法

ま
で
の
規
定
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主

義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
給
付
補
塡
金
等
」
と

義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
特
定
給
付
補
塡
金
等
」
と

あ
る
の
は
「
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

あ
る
の
は
「
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
七
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
十
四
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
四
項

第
七
条
第
十
八
項

同

上

同

上

同
条
第
二
十
五
項
第
四
号

同
条
第
十
九
項
第
四
号

同

上

同

上

第
十
八
項
の
表

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

第
十
五
項
の
表

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
四
項

第
七
条
第
十
八
項

同

上

同

上

第
三
条
の
二
第
二
十
五
項

第
七
条
第
十
九
項
第
四
号

同

上

同

上

第
四
号

第
十
九
項

第
三
条
の
二
第
二
十
四
項

第
七
条
第
十
八
項
の

の

第
二
十
項

第
三
条
の
二
第
二
十
四
項

第
七
条
第
十
八
項
に

第
十
六
項

同

上

同

上

に

（
国
際
運
輸
業
に
係
る
所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
）

（
国
際
運
輸
業
に
係
る
所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
）

第
十
条

省

略

第
十
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

３

同

上

の
中
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
の
規
定
の
読
替
え
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
例
に
よ
る
。

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
条
の
三
第

法
第
十
一
条
第
八
項
に
規
定

第
七
条
第
六
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

一
項
か
ら
第
四

す
る
特
定
対
象
利
子
に
係
る

一
項
か
ら
第
三

項
ま
で

利
子
所
得
に
つ
い
て
同
項
に

項
ま
で

5



お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条

第
十
項
後
段
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合

第
二
条
の
三
第

法
第
十
一
条
第
九
項
に
規
定

第
七
条
第
七
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

五
項
か
ら
第
八

す
る
特
定
対
象
収
益
分
配
に

四
項
か
ら
第
六

項
ま
で

係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
同

項
ま
で

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

七
条
第
十
二
項
後
段
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合

第
二
条
の
三
第

法
第
十
一
条
第
十
項
に
規
定

第
七
条
第
八
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

九
項
か
ら
第
十

す
る
申
告
不
要
特
定
対
象
配

七
項
か
ら
第
九

一
項
ま
で

当
等
に
係
る
利
子
所
得
及
び

項
ま
で

配
当
所
得
に
つ
い
て
同
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条

第
十
四
項
後
段
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合

第
二
条
の
三
第

法
第
十
一
条
第
十
一
項
に
規

第
七
条
第
九
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

十
二
項
か
ら
第

定
す
る
特
定
対
象
懸
賞
金
等

十
項
か
ら
第
十

十
五
項
ま
で

に
係
る
一
時
所
得
に
つ
い
て

二
項
ま
で

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
七
条
第
十
六
項
後
段
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合

４

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
六
項
の
規
定
は
法
第
十
一
条
第
十
二

４

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
三
項
の
規
定
は
法
第
十
一
条
第
十
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
に
規
定
す
る
特
定
対
象
給
付
補
塡
金

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
に
規
定
す
る
特
定
対
象
給
付
補
塡
金

等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で

等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二

条
の
三
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
規
定
は
法
第
十
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

条
の
三
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
は
法
第
十
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
同
項

特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
同
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
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、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の

、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の

三
第
十
六
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
規
定
の
読
替
え
に
つ

三
第
十
三
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
の
読
替
え
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
七
条
第
十
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
七
条
第
十
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
配
当
等
に
対
す
る
源
泉
徴
収
に
係
る
所
得
税
の
税
率
の
特
例
等
）

（
配
当
等
に
対
す
る
源
泉
徴
収
に
係
る
所
得
税
の
税
率
の
特
例
等
）

第
十
四
条

省

略

第
十
四
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

４

同

上

の
中
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
の
規
定
の
読
替
え
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
例
に
よ
る
。

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
条
の
三
第

法
第
十
五
条
第
十
四
項
に
規

第
七
条
第
六
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

一
項
か
ら
第
四

定
す
る
特
定
対
象
利
子
に
係

一
項
か
ら
第
三

項
ま
で

る
利
子
所
得
に
つ
い
て
同
項

項
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

条
第
十
項
後
段
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合

第
二
条
の
三
第

法
第
十
五
条
第
十
五
項
に
規

第
七
条
第
七
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

五
項
か
ら
第
八

定
す
る
特
定
対
象
収
益
分
配

四
項
か
ら
第
六

項
ま
で

に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て

項
ま
で

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
七
条
第
十
二
項
後
段
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合

第
二
条
の
三
第

法
第
十
五
条
第
十
六
項
に
規

第
七
条
第
八
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

九
項
か
ら
第
十

定
す
る
申
告
不
要
特
定
対
象

七
項
か
ら
第
九

一
項
ま
で

配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
及

項
ま
で

び
配
当
所
得
に
つ
い
て
同
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
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条
第
十
四
項
後
段
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合

第
二
条
の
三
第

法
第
十
五
条
第
十
七
項
に
規

第
七
条
第
九
項

第
二
条
の
三
第

同

上

同

上

十
二
項
か
ら
第

定
す
る
特
定
対
象
懸
賞
金
等

十
項
か
ら
第
十

十
五
項
ま
で

に
係
る
一
時
所
得
に
つ
い
て

二
項
ま
で

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
七
条
第
十
六
項
後
段
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合

５

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
六
項
の
規
定
は
法
第
十
五
条
第
十
八

５

租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の
三
第
十
三
項
の
規
定
は
法
第
十
五
条
第
十
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
に
規
定
す
る
特
定
対
象
給
付
補
塡
金

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
に
規
定
す
る
特
定
対
象
給
付
補
塡
金

等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で

等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二

条
の
三
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
規
定
は
法
第
十
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る

条
の
三
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
は
法
第
十
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る

特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
同
項

特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
同
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
八
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の

、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
政
令
第
二
条
の

三
第
十
六
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
規
定
の
読
替
え
に
つ

三
第
十
三
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
の
読
替
え
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
七
条
第
十
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
七
条
第
十
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

６
～

省

略

６
～

同

上

10

10

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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